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市
は
、平
成
21
年
度
か
ら
23
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
第
４
期
狭
山
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。高
齢
者
人
口
の
推
移
や
意
識
調
査
、介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実

績
な
ど
を
基
に
、３
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
、今
計
画
で
は
、「
介
護
予
防
、認
知
症

ケ
ア
」な
ど
を
重
点
に
、地
域
ケ
ア
体
制
の
構
築
な
ど
を
目
指
し
た
施
策
に
取
り
組
み
ま
す
。計
画
の

概
要
と
21
年
度
か
ら
23
年
度
ま
で
３
年
間
の
65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

加
速
す
る
高
齢
化
率

平
成
23
年
度
に
は
23
％

　

第
４
期
狭
山
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
は
、活
力
あ
る
高

齢
者
社
会
を
創
造
し
て
い
く
た
め
の
取

り
組
み
や
介
護
保
険
制
度
の
適
正
な
運

営
に
関
す
る
こ
と
を
一
体
的
に
策
定
し

た
総
合
的
な
計
画
で
す
。

　

総
人
口
に
占
め
る
65
歳
以
上
の
人
口

を
高
齢
化
率
で
表
し
て
い
ま
す
が
、７

％
を
超
え
る
と
高
齢
化
社
会
、14
％
を

超
え
る
と
高
齢
社
会
、21
％
を
超
え
る

と
超
高
齢
社
会
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、市
の
高
齢
化
率
は
20
％
を
超
え

て
お
り
、21
年
度
に
は
超
高
齢
社
会
に

突
入
し
、第
４
期
計
画
の
最
終
年
度
の

23
年
度
に
は
23
・
１
％
に
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
４
期
計
画
の
将
来
像

　

本
計
画
で
は
、高
齢
者
一
人
ひ
と
り

が
、い
つ
ま
で
も
元
気
で
安
心
し
て
生

活
を
す
る
た
め
に
、「
高
齢
者
一
人
ひ
と

り
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、互
い
に
支

え
合
い
、安
心
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち
」

を
将
来
像
に
掲
げ
ま
し
た
。

主
な
取
組
内
容

高
齢
者
の
積
極
的
な
社
会
参
加
の
促
進

　

高
齢
者
の
持
つ
豊
富
な
知
識
や
経

験
、技
術
を
活い

か
し
、高
齢
者
が
生
き
が

い
を
持
っ
て
、地
域
で
充
実
し
た
暮
ら

し
を
送
る
た
め
の
自
主
的
な
活
動
へ
の

支
援
な
ど
の
施
策
を
進
め
ま
す
。同
時

に
、積
極
的
に
社
会
参
加
が
で
き
る
環

境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

介
護
予
防
と
疾
病
予
防
対
策

　

高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
介
護
を
必
要

と
し
な
い
で
生
活
し
て
い
け
る
よ
う
、

介
護
予
防
の
た
め
の
正
し
い
知
識
の
普

及
・
意
識
啓
発
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、

地
域
主
体
の
介
護
予
防
を
視
点
と
し
た

健
康
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。ま
た
、「
活

動
的
な
85
歳
」を
目
指
し
、生
活
習
慣
病

の
予
防
や
各
種
健
診
な
ど
の
施
策
を
進

め
、疾
病
予
防
の
推
進
も
一
体
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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第４期（平成21年度～23年度）介護保険料が決まりました

地
域
ケ
ア
の
推
進

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心

に
、市
民
・
事
業
者
・
行
政
な
ど
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
地
域
ケ
ア
体
制
を

構
築
し
、関
係
機
関
と
の
情
報
交
換
や

連
携
を
密
に
し
た
体
制
の
中
で
、地
域

ケ
ア
の
推
進
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

認
知
症
ケ
ア
の
推
進

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心

と
し
た
認
知
症
高
齢
者
の
相
談
窓
口
の

充
実
を
図
り
ま
す
。そ
し
て
、認
知
症
に

対
す
る
正
し
い
知
識
な
ど
の
普
及
に
向

け
、研
修
、講
座
、講
演
会
な
ど
に
よ
り

継
続
的
に
周
知
し
、認
知
症
へ
の
不
安

や
恐
れ
の
解
消
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
た
認
知
症
ケ
ア
へ
の
取
り
組
み
を

進
め
ま
す
。

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
整
備

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
介
護

保
険
施
設
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、住

み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活
が
継
続
で
き

る
よ
う
、地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
整

備
と
し
て
、認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）な
ど
を
整
備

し
ま
す
。

計
画
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
に

　

高
齢
者
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
、高
度
化

す
る
に
つ
れ
、各
部
門
の
連
携
の
必
要

性
も
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
団
体「
狭
山

市
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
協
議

会
」と
の
連
携
を
強
化
し
て
い
く
と
と

も
に
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中

心
と
し
た
、自
治
会
や
民
生
委
員
・
児
童

委
員
、各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
、医
療

機
関
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な

ど
と
の
連
携
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
推
進

し
ま
す
。

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
向
上
に

努
め
ま
す

　

市
で
は
、こ
れ
か
ら
も
高
齢
者
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、

市
民
皆
さ
ん
の
活
発
な
活
動
と
地
域
の

支
援
、さ
ら
に
、事
業
者
の
活
力
の
も
と

で
、市
の
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
向
上
に

全
力
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、第
４
期
狭
山
市
高
齢
者
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、介
護
保

険
課
、高
齢
者
支
援
課
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

保険料は介護保険の大切な財源です

　介護保険料の財源内訳は、原則50％を国・県・市
で、30％を第2号被保険者（40歳～65歳未満の医
療保険加入者）、残りの20％を第1号被保険者（65
歳以上の方）で負担することとなっています。

第１号被保険者の保険料基準月額は
149円増の3,573円に

　要介護等認定者数の増加に伴う、居宅サービス
利用の増加や特別養護老人ホームの整備などによ
る保険給付費の伸びを踏まえ、介護保険料を算定
しました。なお、介護従事者の処遇改善を図るため
の介護報酬改定による保険料上昇分の2分の1に
充てるため、国から介護従事者処遇改善臨時特例
交付金が約8,900万円交付されています。その結
果、平成21年度から23年度までの第1号被保険者
の保険料基準月額は3,573円となりました。

保険料の納め方

　年度単位で、7月上旬に市から特別徴収開始通
知書または納入通知書を郵送します。「特別徴収開
始通知書」は、保険料を年金から差し引きする方に
送付します。納入通知書でお支払いいただく場合
は、口座振替を利用することができます。

保険料区分 対象者
年　額
保険料

第1段階
生活保護の受給者、または老齢福祉
年金受給者で市県民税世帯非課税 21,400円 

第2段階
市県民税世帯非課税で合計所得金額と課
税年金収入額の合計が年額80万円以下 21,400円 

第3段階
市県民税世帯非課税で合計所得金額と
課税年金収入額の合計が年額80万円超 32,100円 

第4段階

特例者

本人が市県民税非課税で世帯の誰
かが市県民税課税（本人の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額
が年額80万円以下） 

38,500円 

基準額

本人が市県民税非課税で世帯の誰
かが市県民税課税（本人の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額
が年額80万円超）

42,800円 

第5段階
本人が市県民税課税で合計所得金
額が125万円未満 47,100円

第6段階
本人が市県民税課税で合計所得金
額が125万円以上200万円未満 53,500円 

第7段階
本人が市県民税課税で合計所得金
額が200万円以上500万円未満 64,300円 

第8段階
本人が市県民税課税で合計所得金
額が500万円以上 68,600円

問
合
せ

介
護
保
険
課
へ
内
線
１
５
５
３

高
齢
者
支
援
課
へ
内
線
１
５
７
２

保険料は７段階から８段階９区分の設定に


